
 

沖縄県 

農業振興地域を指定 

うるま市 

農用地区域を設定（青地と呼ばれる） 

農業振興地域 

農用地区域 

白地農地 

農振農用地＝県が指定した『農業振興地域』から『農用地区域』として市町村が設定した区域。 

             農地転用するには、まず農用地区域からの除外が必要。（農振除外申請） 

青地農地 
（農振法で転用が禁止） 

農
振
除
外
申
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白地農地へ 


